
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）温

○ 本

た後

（1

○ 平

の基

伴

減）

き

運輸

2.3

 

（注

温室効果ガ

本県の温室

後減少に転

1990 年度）

平成 22 年

基準年度

う生産活動

）、業務部門

く排出量が

輸部門でも

3％の削減

注）微小粒子状物

１局、平成

大気汚

ガス 

室効果ガス

転じており

）を初めて

度（2010 年

（1990 年度

動の減少に

門や家庭部

が増加して

も増加して

にとどまっ

 

物質（ＰＭ2.5）

24 年度が一般環

汚染に係る環

の総排出量

、平成 21

て下回りま

年度）の県

度）と比較

により排出量

部門では、そ

ており（業務

ています（同

っています

の測定局数は、

環境大気測定局

15 

環境基準達

量は、平成

年度（20

した。 

県内の温室

して、産業

量が大きく

それぞれ延

務部門：同

同 2.1％増

す。 

、平成 23 年度

局 15 局、自動車

達成率の経

成 19 年度

09 年度）

室効果ガス排

業部門では

く減少した

延床面積や

同 11.8％増

増）。本県全

度が一般環境大気

車排出ガス測定

経年変化 

（2007 年度

には、京都

排出量の内

は自主削減取

たものの（基

や世帯数の増

増、家庭部

全体として

気測定局３局、

局７局。 

度）にピー

都議定書の

内訳は、京

取組と景気

基準年度比

増加にとも

門：同 18

は、基準年

自動車排出ガス

ークに達し

の基準年度

京都議定書

気の後退に

比 10.1％

もなって大

.0％増）、

年度比で

（環境部調べ

ス測定局

大

べ）
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［課題］ 

◆ 温室効果ガスの排出量を削減するため、地域全体で省エネルギーの取組ととも

に、再生可能エネルギーの活用などにより、化石燃料からの転換を進めていくこ

とが必要です。 

◆ 温室効果ガスの排出量が増加している業務部門、家庭部門及び運輸部門につい

ては、日常の社会経済活動と大きな関わりがあることから、省資源・省エネルギー

を徹底するライフスタイルの実現に向けた県民全体の理解と行動が必要です。 

◆ 製造業が盛んな本県では産業部門の割合が全国に比べて多く、事業者による自

主的取組の一層の推進が期待されます。 

 

 

本県における温室効果ガスの総排出量の推移 

 

 

本県における温室効果ガス排出量（平成 22 年度（2010 年度）） 

 

 

  

77,012

79,328

81,512

84,906
84,459

84,624
85,108

85,274
86,106

78,389

75,008
75,204

60,000

70,000

80,000

90,000

基準年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

年度

(千トン-CO2)

～～

区  分 

基準年度 

排出量 

(千トン-CO2) 

平成 22 年度 

排出量(割合) 

(千トン-CO2) (％) 

増加率 

(1990→2010) (％) 

区分内  

エネルギー 

起 源 CO2 

産     業 42,898 38,548( 54.9) ▲ 10.1 

▲ 1.2 

民 生 ( 家 庭 ) 7,315 8,629( 12.3) + 18.0 

民 生 ( 業 務 ) 8,387 9,374( 13.4) + 11.8 

運     輸 11,041 11,270( 16.0) +  2.1 

エネルギー転換 1,481 2,401(  3.4) + 62.1 

小   計 71,124 70,222(100.0) ▲ 1.3 

非エネルギー起源 CO2、CH4、N2O 3,224 3,837 + 0.8

代 替 フ ロ ン 等 3 ガ ス 2,664 1,145 ▲ 2.0

合  計 77,012 75,204 ▲ 2.3

（注）１ 基準年度は 1990 年度〔ただし、代替フロン等 3 ガス(HFC、PFC、SF6)は 1995 年度〕である。 

2 増減率は、区分内については基準年度排出量に対する 2010 年度排出量の増減を、それ以外は基準年度

排出量の合計(77,012 千トン-CO2)に対する 2010 年度排出量の増減を示す(基準年度より増加している場

合は＋、減少している場合は▲で表示している)。 

３ 四捨五入により計と内訳が一致しない場合がある。 
（環境部調べ）

（環境部調べ）



 

（３）騒

○ 騒

公害

の傾

次い

○ 

てい

要請

○ 振

件か

○ 悪

生理

いま

［課題］

◆ 

ない

流の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車

 

 

 

 

 

 

 

騒音・振動

騒音は、日

害に関する

傾向にあり

いで製造業

自動車騒音

います。ま

請限度を超

振動は、騒

から 150 件

悪臭は、人

理的被害を

ます。 

］ 

自動車交通

い箇所や要

の円滑化な

騒音、

車騒音に関す

動・悪臭 

日常生活に

る苦情の４

ります。発

業となって

音に関する

また、騒音

超過してい

騒音と同一発

件程度で推

人に不快感

をもたらす

通が集中し

要請限度を

などの対策

振動及び

する環境基

に密接な関わ

割前後を

発生源別では

ています。

環境基準の

音に関する要

います。 

発生源から

推移していま

感や嫌悪感を

すものであ

している地区

を超過してい

策が必要です

び悪臭に係る

基準の達成
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わりを持ち

占めていま

は、建設業

の達成状況

要請限度

ら発生する

ます。 

を与えるこ

り、多種多

区では、依

いる箇所が

す。 

る苦情件数

成状況及び要

（単

ち、発生源

ます。騒音

業からの騒

況は、直近の

（基準）の

例がありま

ことにより

多様な発生

依然として

があり、引

数（新規受

要請限度の

単位：％）

（環

源も多種多様

音の苦情件数

騒音に対する

の平成24年

超過状況は

ますが、近

生活環境を

生源から多く

騒音の環境

き続き道路

受理）の経年

の超過状況

環境部・公害等調

様であるこ

数は、近年

る苦情が

年度で約9

は、約 7％

近年の苦情件

を損ない、

くの苦情が

境基準を達

路構造の改

年変化 

（平成 24

調整委員会調べ

（環境部

ことから、

年、横ばい

も多く、

4％となっ

％の地点で

件数は 100

心理的・

が発生して

達成してい

改善や交通

年度） 

べ）

部調べ）

で

0

通



 

（４）水

○ 河

につ

○ 伊

有量

三河

○ 

年

［課題］

◆ 伊

水道

場の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注） 

視

 

水環境 

河川におけ

ついては、

伊勢湾・三

量の負荷量

河湾の水質

閉鎖性水域

においても

］ 

伊勢湾・三

道など生活

の造成など

伊

赤潮として確

視方法が変わっ

ける有機汚

環境基準

三河湾に流

量について

質環境基準

域が富栄養

も年間を通

三河湾は、

活排水対策

ど、総合的

河川及

勢湾・三河

確認できたもの

っており、この

汚濁の代表的

準の達成率は

入するＣＯ

ては、下水道

準の達成率は

養化したこ

通じて発生が

外海との水

策をはじめ

的な対策が必

及び海域の環

河湾におけ

のみをカウント

時期の前後では
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的な指標で

は上昇傾向

ＯＤ（化学

道整備等に

は、長期的

とを示す指

が認められ

水交換が行

とした汚濁

必要です。

環境基準達

ける赤潮・

トしているため

は数値を単純比

であるＢＯ

向にありま

学的酸素要求

により削減が

に見て横ば

指標の一つ

れます。 

行われにく

濁負荷の流

 

達成率の経

苦潮の発生

、定量評価には

比較することがで

（注）達成

（環境部調

Ｄ（生物化

す。 

求量）、窒素

が進んでい

ばいの状況

つである赤潮

い閉鎖性水

流入対策はも

経年変化 

生状況の推

は留意が必要。

できない。 

率（％）＝（達

べ） 

化学的酸素

素含有量及

いるものの

況が継続し

潮の発生状

水域である

もとより、

推移 

特に、平成５年

（農林水

達成水域数）／

素要求量）

及びりん含

、伊勢湾・

ています。

状況は、近

るため、下

干潟・浅

年度に赤潮の監

水産部調べ） 

（総水域数）×

含

 

近

下

浅

監

×１００
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（５）土壌・地下水・地盤環境 

○ 市街地において、工場の移転や再開発等に伴って、土壌汚染が明らかになる事

例が生じています。 

○ 地下水については、揮発性有機化合物（トリクロロエチレンなど）や硝酸性窒

素、亜硝酸性窒素などによる汚染事例が現在でも生じています。 

○ 地盤沈下については、概ね沈静化の方向にあります。 

［課題］ 

◆ 土壌や地下水の汚染実態の把握を引き続き進めるとともに、汚染が判明した場

合には、迅速かつ適切に対応することが必要です。 

◆ 地盤沈下は一旦発生すると元に戻らない不可逆的な現象であるため、引き続き、

地下水揚水規制等の対策を推進することが必要です。 

 

 

（６）廃棄物 

○ 一般廃棄物（ごみ）の総排出量は平成 19 年度以降、処理しなければならないご

みの一人一日あたりの量は平成 11 年度以降、減少傾向にあります。 

○ 廃棄物の 終処分量は、一般廃棄物・産業廃棄物ともに経年的に減少傾向にあ

ります。廃棄物 終処分場の残余年数は、一般廃棄物で 22.8 年（平成 23 年度末）、

産業廃棄物で 13.5 年（平成 23 年度末）と推定されています。 

○ 県に寄せられた産業廃棄物の苦情では、野焼きや不法投棄のほかに、不適正保

管に関するものが多く寄せられています。 

［課題］ 

◆ 天然資源の投入量と廃棄物の 終処分量をできるだけ少なくするため、あらゆ

る場面で３Ｒ（リデュース：廃棄物の発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：

再生利用）の取組を推進し、資源循環型の地域づくりを進めることが必要です。 

◆ 不法投棄の防止など、廃棄物の適正処理を一層推進することが必要です。 

  


